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（農委３）

件名 第１号議案　農地法第３条の規定による許可申請書の承認について

議事結果 　承　認

補足説明

　譲受人は、会社勤めである。農地は多く持っており、現地確認
を行ったが、獣害がひどく近隣農家もほとんど耕作していないよ
うな状況。譲受人は定年になったら畑も少しあるので畑等も頑
張っていきたいと言っていた。譲渡人は譲受人の本家にあたり、
現在耕作しているところの中で本家から譲受けているところもあ
る。贈与される田は譲受人が現在耕作しており、譲受人所有の
田のすぐ近くにある。稲刈りの時期は譲受人の息子も手伝いに
来て、水の見回りなども熱心にしており農業に対して前向きであ
る。


